
○茨城県立医療大学大学院学位規程 

 

 （趣旨） 

第１条 この規程は，茨城県立医療大学大学院学則（平成 12 年茨城県規則第 201 号。以下

「学則」という。）第37条第２項の規定に基づき，学位の授与に関し，必要な事項を定め

る。 

 （学位の授与） 

第２条 学位の授与は，学則第 36 条第 1 項及び第 2 項の規定に基づき博士前期課程又は博

士後期課程の修了を認定した者に対し，学位記（別記様式１及び２）により行うものとす

る。 

 （学位の名称）  

第３条 学位の名称は，次表のとおりとする。 

研究科名 課程 専攻名 学位の名称 

保健医療科学研究科 
博士前期課程 

看護学 修士（看護学） 

理学療法学・作業療

法学 

修士（理学療法学）

又は修士（作業療法

学） 

放射線技術科学 
修士（放射線技術科

学） 

博士後期課程 保健医療科学 博士（保健医療科学） 

 （学位名称の使用） 

第４条 学位を授与された者が学位の名称を用いるときは，学位に本学名を付記するものと

する。 

（学位の取消し） 

第５条 学長は，学位を授与された者がその名誉を汚す行為をしたとき，又は不正の方法に

より学位を受けた事実が判明したときは，研究科委員会の意見を聴いたうえで学位を取消

し，かつ，その旨を公表する。 

２ 前項の議決をする場合には，茨城県立医療大学大学院研究科委員会規程第６条第２項及

び第７条第２項の規定にかかわらず，構成員の３分の２以上が出席し，その３分の２以上

の同意がなければならない。  

（委任） 

第６条 この規程に定めるもののほか，学位の授与に関し必要な事項は，学長が別に定める。 

  

付則 

この規程は，平成14年10月16日から施行する。 

付則 

この規程は，平成22年４月１日から施行する。 

付則 

この規程は，平成25年12月18日から施行する。 



付則 

この規程は，平成27年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別記様式１（第２条関係） 

 

（表面） 

 

修第   号  

 

 

学     位     記 

 

 

                            （本籍） 都道府県名 

                            （氏名） 氏   名 

                              年  月  日生  

 

 

 本学大学院保健医療科学研究科博士前期課程         専攻を修了したので，

修士（        ）の学位を授与する。 

 

 

平成  年  月  日             

 

茨城県立医療大学長        印   

 



別記様式２（第２条関係） 

 

（表面） 

                             

博甲第    号  

 

 

学     位     記 

 

 

                            （本籍） 都道府県名 

                            （氏名） 氏   名 

                              年  月  日生  

 

 

 本学大学院保健医療科学研究科博士後期課程保健医療科学専攻を修了したので，博士

（保健医療科学）の学位を授与する。 

 

 

平成  年  月  日              

 

茨城県立医療大学長        印   


